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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バーナに供給するガス量を調整する往復移動式の弁体と往復移動操作式の火力調節操作
具とが、前記火力調節操作具の往復移動操作により前記弁体を往復移動させるようにカム
式連係機構により連係されたガス燃焼機器の火力調節装置であって、
　前記カム式連係機構を構成する部材として、前記火力調節操作具の往復移動操作により
発生する押付け力にて摺動面に押付けられた状態で前記火力調節操作具の往復移動操作に
より往復移動する可動体が設けられ、
　前記摺動面における前記火力調節操作具が火力調節用移動範囲の特定位置に位置すると
きに前記可動体が位置する箇所に、前記可動体が前記火力調節操作具の往復移動操作によ
り発生する前記押付け力のみにて入り込むことによりクリック感を付与するクリック感付
与用の凹部が設けられているガス燃焼機器の火力調節装置。
【請求項２】
　前記摺動面としての、前記弁体を火力減少側に移動させるときに前記可動体が摺動する
火力減少側の摺動面と、前記弁体を火力増大側に移動させるときに前記可動体が摺動する
火力増大側の摺動面とのうちの一方に、前記クリック感付与用の凹部が設けられている請
求項１記載のガス燃焼機器の火力調節装置。
【請求項３】
　前記弁体がスライド式の弁体であり、前記火力調節操作具が揺動式のレバー状に構成さ
れ、
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　前記弁体に、前記火力調節操作具の揺動軸心方向と並行な方向に向ける状態で被操作ピ
ンが付設され、且つ、前記火力調節操作具に、前記被操作ピンが挿入するカム操作孔が設
けられて、前記カム式連係機構が構成され、
　前記被操作ピンを前記可動体とし、前記被操作ピンが摺動する前記カム操作孔の内面を
前記摺動面とするように構成されている請求項１又は２記載のガス燃焼機器の火力調節装
置。
【請求項４】
　前記弁体がスライド式の弁体であり、前記火力調節操作具が揺動式のレバー状に構成さ
れ、
　前記弁体に、前記火力調節操作具の揺動軸心方向と並行な方向に向ける状態で被操作ピ
ンが付設され、且つ、前記火力調節操作具に、前記被操作ピンが挿入するカム操作孔が設
けられて、カム式連係機構が構成され、
　前記弁体がそのスライド方向に沿う軸心周りで回転自在に弁ケーシングに支持され、且
つ、前記被操作ピンを前記弁体のスライド方向に案内するスリット溝が前記弁ケーシング
に設けられ、
　前記被操作ピンを前記可動体とし、前記被操作ピンが摺動する前記スリット溝の内面を
前記摺動面とするように構成されている請求項１又は２記載のガス燃焼機器の火力調節装
置。
【請求項５】
　前記バーナを点火する点火用操作具が点火操作されたときに前記火力調節操作具を点火
用位置に操作する操作手段が設けられ、
　前記火力調節操作具の火力調節用移動範囲における前記特定位置を、前記点火用位置と
は異なる位置として、前記クリック感付与用の凹部が設けられている請求項１～４のいず
れか１項に記載のガス燃焼機器の火力調節装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バーナに供給するガス量を調整する往復移動式の弁体と往復移動操作式の火
力調節操作具とが、前記火力調節操作具の往復移動操作により前記弁体を往復移動させる
ようにカム式連係機構により連係されたガス燃焼機器の火力調節装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかるガス燃焼機器の火力調節装置は、火力調節操作具の往復移動操作により弁体を移
動させて、バーナの火力を調節できるようにしたものである。
　このように火力調節操作具を移動させてバーナの火力を調節するにあたり、火力調節操
作具がその火力調節用移動範囲のうちのどこの位置に位置するか、つまり、火力調節操作
具がどのような火力を調節する位置であるかが分かり易いことが望まれるものとなる。
【０００３】
　このような要望を満足させるために、従来では、バネにて突出付勢された係合体が、火
力調節操作具がその火力調節用移動範囲のうちの中間位置に位置すると係合する凹部を設
けて、係合体が凹部に入り込むことによりクリック感を付与することが行われている（例
えば、特許文献１参照。）。
　尚、係合体と凹部とは、火力調節操作具又はそれと一体移動する部材と、火力調節操作
具の移動に拘わらず一定位置に位置する部材とに振り分けて設けることになり、そして、
凹部の設置数は、火力調節操作具の特定の１つの位置を分かり易くするために１つだけ設
けてもよいが、火力調節操作具の複数の位置を分かり易くするために複数個設けてもよい
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００４－３４０４３２号公報（第８頁、図１５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のガス燃焼機器の火力調節装置においては、火力調節操作具の位置を分かり易くす
るためにクリック感を付与するにあたり、バネにて突出付勢された係合体を用いるもので
あるため、係合体をバネの付勢力にて移動するように支持しなければならないことや、そ
の係合体を付勢するバネを設けなければならないことに起因して、クリック感を付与する
ための構造が複雑化する不利があり、改善が望まれている。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みて為されたものであって、その目的は、火力調節操作具の位
置を分かり易くするためにクリック感を付与する構造の簡素化を図ることができるガス燃
焼機器の火力調節装置を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のガス燃焼機器の火力調節装置は、バーナに供給するガス量を調整する往復移動
式の弁体と往復移動操作式の火力調節操作具とが、前記火力調節操作具の往復移動操作に
より前記弁体を往復移動させるようにカム式連係機構により連係されたものであって、そ
の第１特徴構成は、
　前記カム式連係機構を構成する部材として、前記火力調節操作具の往復移動操作により
発生する押付け力にて摺動面に押付けられた状態で前記火力調節操作具の往復移動操作に
より往復移動する可動体が設けられ、
　前記摺動面における前記火力調節操作具が火力調節用移動範囲の特定位置に位置すると
きに前記可動体が位置する箇所に、前記可動体が前記火力調節操作具の往復移動操作によ
り発生する前記押付け力のみにて入り込むことによりクリック感を付与するクリック感付
与用の凹部が設けられている点を特徴とする。
【０００８】
　すなわち、火力調節操作具が往復移動操作されると、その操作により発生する押付け力
にて可動体が摺動面に押付けられた状態で往復移動することになり、そして、火力調節操
作具が火力調節用移動範囲の特定位置に位置すると、可動体が摺動面に設けたクリック感
付与用の凹部に入りこむことによって、火力調節操作具を持つ操作者の手にクリック感が
与えられることになり、操作者は、火力調節操作具が火力調節用移動範囲の特定位置に位
置するものであることが分かるものとなる。
【０００９】
　そして、カム式連係機構を構成する部材としての、火力調節操作具の往復移動操作によ
り発生する押付け力にて摺動面に押付けられた状態で火力調節操作具の往復移動操作によ
り往復移動する可動体に着目して、その可動体が押し付けられた状態で移動する摺動面に
クリック感付与用の凹部を設けることにより、火力調節操作具を持つ操作者の手にクリッ
ク感を与えるものであるから、クリック感を与えるために特別な付勢機構等を用いずに、
単に摺動面にクリック感付与用の凹部を設けるだけで良いため、簡素な構造にて、火力調
節操作具の位置を分かり易くするためにクリック感を付与することができる。
【００１０】
　説明を加えると、往復移動式の弁体と往復移動操作式の火力調節操作具とを、火力調節
操作具の往復移動操作により弁体を往復移動させるようにカム式連係機構にて連係する場
合には、カム式連係機構によるカム操作の反力を受けることが必要になるため、カム式連
係機構を構成する部材として、摺動面に火力調節操作具の往復移動操作により発生する押
付け力にて押付けられた状態で、火力調節操作具の往復移動操作により往復移動する可動
体が存在することになる。そこで、その可動体及びその可動体が押し付けられる摺動面を
有効利用することにより、簡素な構造にて、火力調節操作具の位置を分かり易くするため
にクリック感を付与することができるのである。
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【００１１】
　要するに、本発明の第１特徴構成によれば、火力調節操作具の位置を分かり易くするた
めにクリック感を付与する構造の簡素化を図ることができるガス燃焼機器の火力調節装置
を提供できる。
【００１２】
　本発明の第２特徴構成は、上記した第１特徴構成に加えて、
　前記摺動面としての、前記弁体を火力減少側に移動させるときに前記可動体が摺動する
火力減少側の摺動面と、前記弁体を火力増大側に移動させるときに前記可動体が摺動する
火力増大側の摺動面とのうちの一方に、前記クリック感付与用の凹部が設けられている点
を特徴とする。
【００１３】
　すなわち、可動体が摺動する摺動面としては、弁体を火力減少側に移動させるときに可
動体が摺動する火力減少側の摺動面と、弁体を火力増大側に移動させるときに可動体が摺
動する火力増大側の摺動面とが存在するが、それらの摺動面のうちの一方の摺動面に、ク
リック感付与用の凹部が設けられるため、火力調節操作具をその火力調節用移動範囲の特
定位置に操作したときに、火力を同じ状態に操作し易いものとなる。
【００１４】
　説明を加えると、可動体が摺動する摺動面としての、火力減少側の摺動面と火力増大側
の摺動面とのいずれにも、火力調節操作具の火力調節用移動範囲の特定位置に対応させて
クリック感付与用の凹部を設けることが考えられるが、カム式連係機構中に存在するガタ
等の影響により、火力調節操作具をその火力調節用移動範囲の特定位置に操作したときに
、火力調節操作具を火力減少側に向けて移動させた場合と、火力調節操作具を火力増大側
に移動させた場合とでは、弁体の位置が異なるものとなる、いわゆるヒステリシスが発生
する虞がある。
【００１５】
　このため、火力減少側の摺動面と火力増大側の摺動面とのいずれにも、火力調節操作具
の火力調節用移動範囲の特定位置に対応させてクリック感付与用の凹部を設けると、火力
調節操作具をその火力調節用移動範囲の特定位置に操作したときに、火力調節操作具を火
力減少側に向けて移動させた場合と、火力調節操作具を火力増大側に移動させた場合とで
異なる火力になる不都合を招く虞があるが、火力減少側の摺動面と火力増大側の摺動面と
のうちの一方にクリック感付与用の凹部を設けることにより、火力調節操作具をその火力
調節用移動範囲の特定位置に操作したときに、火力を同じ状態に操作できるものとなるの
である。
【００１６】
　ちなみに、火力減少側の摺動面と火力増大側の摺動面とのうちの一方にクリック感付与
用の凹部を設けた場合においては、必要に応じて一旦特定位置を越えるように火力調節操
作具を操作したのち、火力調節操作具を特定位置に向けて操作する必要がある。
　つまり、例えば火力減少側の摺動面にクリック感付与用の凹部を設けた場合においては
、火力調節操作具を火力減少側に操作するときにのみクリック感が付与されることになる
ため、現在の火力調節操作具の位置が特定位置よりも火力減少側の位置にあるときには、
一旦特定位置を越える位置まで火力調節操作具を火力増大側に操作したのち、火力調節操
作具を火力減少側に操作する必要がある。
【００１７】
　これとは逆に、例えば火力増大側の摺動面にクリック感付与用の凹部を設けた場合にお
いては、火力調節操作具を火力増大側に操作するときにのみクリック感が付与されること
になるため、現在の火力調節操作具の位置が特定位置よりも火力増大側の位置にあるとき
には、一旦特定位置を越える位置まで火力調節操作具を火力減少側に操作したのち、火力
調節操作具を火力増大側に操作する必要がある。
【００１８】
　尚、特定位置として、異なる位置となる複数の特定位置を設ける場合においては、それ
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ら複数の特定位置の全てに対応するクリック感付与用の凹部を、火力減少側の摺動面と火
力増大側の摺動面とのいずれか一方に集中して設ける必要はなく、複数の特定位置に対応
する複数のクリック感付与用の凹部を、火力減少側の摺動面と火力増大側の摺動面とに分
散して設けることができるものである。
　つまり、ひとつの特定位置についてのクリック感付与用の凹部を、火力減少側の摺動面
と火力増大側の摺動面とのいずれか一方に設けるようにすれば良い。
【００１９】
　要するに、本発明の第２特徴構成によれば、上記した第１特徴構成による作用効果に加
えて、火力調節操作具を火力調節用移動範囲の特定位置に操作したときに、火力を同じ状
態に操作できるガス燃焼機器の火力調節装置を提供できる。
【００２０】
　本発明の第３特徴構成は、上記した第１特徴構成又は第２特徴構成に加えて、
　前記弁体がスライド式の弁体であり、前記火力調節操作具が揺動式のレバー状に構成さ
れ、
　前記弁体に、前記火力調節操作具の揺動軸心方向と並行な方向に向ける状態で被操作ピ
ンが付設され、かつ、前記火力調節操作具に、前記被操作ピンが挿入するカム操作孔が設
けられて、前記カム式連係機構が構成され、
　前記被操作ピンを前記可動体とし、前記被操作ピンが摺動する前記カム操作孔の内面を
前記摺動面とするように構成されている点を特徴とする。
【００２１】
　すなわち、弁体としてスライド式弁体が用いられる場合には、火力調節操作具を揺動式
のレバー状に構成して、火力調節操作具の揺動軸心方向と並行な方向に向ける状態で弁体
に付設した被操作ピンを、火力調節操作具に設けたカム操作孔に挿入させることにより、
被操作ピン及びカム操作孔を主要部とした、簡素な構成のカム式連係機構を構成すること
ができる。
【００２２】
　このようにカム式連係機構を構成する場合においては、被操作ピンが、火力調節操作具
の往復移動操作により発生する押付け力にてカム操作孔の内面に押付けられた状態で火力
調節操作具の往復移動操作により往復移動するものとなるから、被操作ピンを可動体とし
、被操作ピンが摺動するカム操作孔の内面を摺動面として、クリック感付与用の凹部を、
カム操作孔の内面に設けることにより、火力調節操作具の位置を分かり易くするためにク
リック感を付与することができる。
【００２３】
　そして、火力調節操作具に形成されるカム操作孔の内面にクリック感付与用の凹部を設
けているため、被操作ピンがクリック感付与用の凹部に入り込むことにより発生するクリ
ック感が、火力調節操作具に直接的に付与されるため、火力調節操作具を支持して操作し
ている操作者に対して、十分なクリック感を付与し易いものとなる。
【００２４】
　要するに、本発明の第３特徴構成によれば、上記第１特徴構成又は第２特徴構成による
作用効果に加えて、カム式連係機構の簡素化を図り、しかも、火力調節操作具を支持して
操作している操作者に対して、十分なクリック感を付与し易いものとなる組ガス燃焼機器
の火力調節装置を提供できる。
【００２５】
　本発明の第４特徴構成は、上記した第１特徴構成又は第２特徴構成に加えて、
　前記弁体がスライド式の弁体であり、前記火力調節操作具が揺動式のレバー状に構成さ
れ、
　前記弁体に、前記火力調節操作具の揺動軸心方向と並行な方向に向ける状態で被操作ピ
ンが付設され、且つ、前記火力調節操作具に、前記被操作ピンが挿入するカム操作孔が設
けられて、カム式連係機構が構成され、
　前記弁体がそのスライド方向に沿う軸心周りで回転自在に弁ケーシングに支持され、且
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つ、前記被操作ピンを前記弁体のスライド方向に案内するスリット溝が前記弁ケーシング
に設けられ、
前記被操作ピンを前記可動体とし、前記被操作ピンが摺動する前記スリット溝の内面を前
記摺動面とするように構成されている点を特徴とする。
【００２６】
　すなわち、弁体としてスライド式弁体が用いられる場合には、火力調節操作具を揺動式
のレバー状に構成して、火力調節操作具の揺動軸心方向と並行な方向に向ける状態で弁体
に付設した被操作ピンを、火力調節操作具に設けたカム操作孔に挿入させることにより、
被操作ピン及びカム操作孔を主要部とした、簡素な構成のカム式連係機構を構成すること
により、カム式連係機構の簡素化を図れるものとなる。
【００２７】
　このようにカム式連係機構を構成する場合においては、カム操作孔にて被操作ピンを押
圧したときに、弁体に対してスライド方向に沿う軸心周りで回転させようとする力が作用
するものとなるが、本特徴構成においては、弁体をそのスライド方向に沿う軸心周りで回
転自在に支持して、被操作ピンを弁体ケーシングに設けたスリット溝にて案内することに
より、つまり、被操作ピンが弁体のスライド方向に沿う軸心周りで回転することを阻止す
るように、被操作ピンをスリット溝にて受止めることにより、弁体がそのスライド方向に
沿う軸心周りで回転することを阻止するものである。
【００２８】
　このようにカム式連係機構を構成するために設けられている被操作ピンを有効利用して
、弁体がそのスライド方向に沿う軸心周りで回転することを阻止するものであるから、例
えば、弁体の少なくとも一部に角軸状部を形成して、弁体が挿通する孔を、角軸状部が嵌
合する角筒状の孔に形成して、弁体がそのスライド方向に沿う軸心周りで回転することを
阻止する等の回転止め構造を用いるに比べて、弁体を円柱状に形成して、その弁体が挿通
する孔を円筒状に形成することができるため、弁体の装着構成の簡素化を図れるものとな
る。
【００２９】
　弁体に設けた被操作ピンをスリット状溝にて案内する場合には、被操作ピンが、火力調
節操作具の往復移動操作により発生する押付け力にてスリット状溝の内面に押付けられた
状態で火力調節操作具の往復移動操作により往復移動するものとなるから、被操作ピンを
可動体とし、被操作ピンが摺動するスリット状溝の内面を摺動面として、クリック感付与
用の凹部を、スリット状溝の内面に設けることにより、火力調節操作具の位置を分かり易
くするためにクリック感を付与することができる。
【００３０】
　そして、弁体に付設された被操作ピンを弁体のスライド方向に案内するスリット溝の内
面にクリック感付与用の凹部を設けているため、つまり、弁体を支持する弁体ケーシング
にクリック感付与用の凹部が形成するものであるため、クリック感を付与すべき火力に相
当する位置に弁体が位置するときに、被操作ピンがクリック感付与用の凹部に入り込むこ
とが、火力調節操作具のガタ付きなどの経年変化に拘わらず、長期感に亘って的確に行わ
れるものとなり、火力調節操作具にクリック感が付与されたときの火力が長期間に亘って
安定する結果、火力調節操作具にて必要とする火力に的確に調節できる。
【００３１】
　要するに、本発明の第４特徴構成によれば、上記第１特徴構成又は第２特徴構成による
作用効果に加えて、カム式連係機構の簡素化並びに弁体の装着構成の簡素化を図ることが
でき、しかも、火力調節操作具にて必要とする火力に的確に調節できるガス燃焼機器の火
力調節装置を提供できる。
【００３２】
　本発明の第５特徴構成は、上記第１～第４特徴構成のいずれかに加えて、
　前記バーナを点火する点火用操作具が点火操作されたときに前記火力調節操作具を点火
用位置に操作する操作手段が設けられ、
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　前記火力調節操作具の火力調節用移動範囲における前記特定位置を、前記点火用位置と
は異なる位置として、前記クリック感付与用の凹部が設けられている点を特徴とする。
【００３３】
　すなわち、バーナを点火する点火用操作具を点火操作すると、火力調節操作具が点火位
置に操作されるため、バーナに供給するガス量を点火に適した量にした状態で、バーナを
良好に点火できるものとなる。
　そして、バーナの点火の後で、火力調節操作具を特定位置に操作することを、火力調節
操作具の位置を分かり易くするためのクリック感が付与されることにより、的確に行える
ものとなる。
【００３４】
　説明を加えると、火力調節用移動範囲の特定位置は、火力調節操作具を操作する頻度が
高い位置や火力調節操作具を火力調節のために的確に位置させる必要がある位置等、使用
状況に基づいて定められことになるが、火力調節操作具の点火位置は、その火力調節用移
動範囲においてバーナの点火を良好に行わせるための位置として定められるため、特定位
置と点火用位置とが異なることになるが、バーナの点火の後で、火力調節操作具を特定位
置に操作することを、火力調節操作具の位置を分かり易くするためにクリック感を付与す
ることにより、的確に行える。
【００３５】
　要するに、本発明の第５特徴構成によれば、上記第１～第４特徴構成による作用効果に
加えて、バーナの点火の後で、火力調節操作具を特定位置に操作することを的確に行える
ガス燃焼機器の火力調節装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】コンロの斜視図
【図２】ガス燃料の流路構成を示す概略図
【図３】コンロバーナを示す縦断側面図
【図４】閉じ状態のコンロ用器具栓を示す縦断側面図
【図５】点火状態のコンロ用器具栓を示す縦断側面図
【図６】開き状態のコンロ用器具栓を示す縦断側面図
【図７】コンロ用器具栓の平面図
【図８】コンロ用火力調節具と弁体との連係を示す平面図
【図９】制御構成を示すブロック図
【図１０】コンロ用器具栓に追加電磁弁を装備した縦断側面図
【図１１】コンロ用器具栓に追加電磁弁を装備した場合の回路図
【図１２】コンロ用器具栓に追加電磁弁及び閉止体を装備した縦断側面図
【図１３】コンロ用器具栓に追加電磁弁及び閉止体を装備した場合の回路図
【図１４】別実施形態を示す平面図
【発明を実施するための形態】
【００３７】
〔実施形態〕
　本発明にかかるガス燃焼機器の火力調節装置を、ガス燃焼機器の一例としてのガスコン
ロに適用した場合の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、例示するガスコンロは、２つのコンロバーナ１Ａ、１Ｂを備えるコ
ンロ部、及び、グリルバーナ２（図２参照）を装備するグリル部Ｇを備え、そして、キッ
チンカウンターに組み込まれるビルトインタイプに構成されている。
【００３８】
　ガスコンロの上面は、ガラス製のトッププレート３にて覆われ、ガスコンロの上面の後
部側には、グリル部Ｇの燃焼排ガスを排気するためのグリル排気口４が形成されている。
　２つのコンロバーナ１Ａ、１Ｂの夫々にて加熱される鍋等の被加熱物を載置するための
五徳５Ａ、５Ｂが、トッププレート３の上部に設けられている。
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【００３９】
　ガスコンロの前面には、２つのコンロバーナ１Ａ、１Ｂに対する点火及び消火を指令す
る押し操作式の一対のコンロ用操作具６Ａ、６Ｂ、グリルバーナ２に対する点火及び消火
を指令する押し操作式のグリル用操作具７、２つのコンロバーナ１Ａ、１Ｂの火力を調節
する一対のコンロ用火力調節具８Ａ、８Ｂ、及び、グリルバーナ２の火力を調節するグリ
ル用火力調節具９が設けられ、加えて、調理情報等の種々の情報を入力するためのコンロ
用設定操作部１０及びグリル用設定操作部１１が設けられている。
　尚、ガスコンロの前面には、電池収納部を開閉する電池収納用開閉蓋１２が設けられて
いる。
【００４０】
　図２に示すように、都市ガス等の燃料ガスが供給される元ガス供給路１５に、一対のコ
ンロバーナ１Ａ、１Ｂに対するコンロ用分岐路１６Ａ、１６Ｂ、及び、グリルバーナ２に
対するグリル用分岐路１７が接続されている。
　そして、一対のコンロ用分岐路１６Ａ、１６Ｂの夫々には、コンロ用器具栓１９が配設
され、グリル用分岐路１７には、グリル用器具栓２０が配設されている。
　尚、グリルバーナ２は、一般に、被加熱物を上方から加熱する上バーナと被加熱物を下
方から加熱する下バーナとを備えさせることになり、本実施形態においても、上バーナと
下バーナとを備えさせるものであるが、図２においては、上バーナのみを記載して、下バ
ーナの記載を省略し、それに合わせて、グリル用器具栓２０についても、下バーナに対す
る部分を省略して記載している。
【００４１】
　コンロ用器具栓１９は、コンロ用操作具６Ａ、６Ｂの背部箇所に配設され、そして、コ
ンロ用操作具６Ａ、６Ｂの点火操作によりコンロバーナ１Ａ、１Ｂへ燃料を供給する状態
に操作され、コンロ用操作具６Ａ、６Ｂの消火操作によりコンロバーナ１Ａ、１Ｂへの燃
料供給を停止する状態に操作され、コンロ用火力調節具８Ａ、８Ｂの操作や後述する制御
部Ｈ（図９参照）の指令（操作）にてコンロバーナ１Ａ、１Ｂへの燃料供給量を調節する
ように操作され、加えて、制御部Ｈの指令（操作）によってコンロバーナ１Ａ、１Ｂへの
燃料供給を停止する状態に操作されるように構成されている。
【００４２】
　グリル用器具栓２０は、グリル用操作具７の背部箇所に配設され、そして、グリル用操
作具７の点火操作によりグリルバーナ２へ燃料を供給する状態に操作され、グリル用操作
具７の消火操作によりグリルバーナ２への燃料供給を停止する状態に操作され、グリル用
火力調節具９の操作や制御部Ｈの指令（操作）にてグリルバーナ２への燃料供給量を調節
するように操作され、加えて、制御部Ｈの指令（操作）にてコンロバーナ１Ａ、１Ｂへの
燃料供給を停止する状態に操作されるように構成されている。
【００４３】
　図２及び図３に示すように、２つのコンロバーナ１Ａ、１Ｂ及びグリルバーナ２の夫々
に対して、点火用の点火プラグＰ、熱電対等を用いて構成される着火状態検出用の着火セ
ンサＲが装備されている。
　尚、グリルバーナ２は、上述の如く、上バーナと下バーナとを備えさせる場合には、夫
々のバーナに対して、点火プラグＰ及び着火センサＲが装備されることになる。
【００４４】
　また、２つのコンロバーナ１Ａ、１Ｂの夫々に対して、鍋等の被加熱物の存否を検出し
且つその温度を検出する被加熱物検出センサＳが装備されている。
　この被加熱物検出センサＳは、上下方向に伸縮自在でかつ上方に復帰付勢された伸縮体
Ｓ１を備えて、この伸縮体Ｓ１が被加熱物に押されて下方に移動したことを伸縮検知部Ｓ
２にて検出することにより被加熱物の存在を検出するように構成され、また、伸縮体Ｓ１
の上端部に設けた温度検知部Ｓ３が、被加熱物に接触してその温度を検出するように構成
されている。
【００４５】
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　図９に示すように、マイクロコンピュータを備えて構成されて、ガスコンロの運転を制
御する制御部Ｈが設けられている。
　すなわち、この制御部Ｈは、コンロ用操作具６Ａ、６Ｂやグリル用操作具７の点火操作
に基づいて、コンロバーナ１Ａ、１Ｂやグリルバーナ２に対する点火プラグＰを作動させ
且つ着火センサＲにて着火を検出する点火処理、コンロ用操作具６Ａ、６Ｂやグリル用操
作具７の消火操作に基づいて、コンロ用器具栓１９やグリル用器具栓２０に装備された安
全弁２４（図２参照）を閉じ操作して、コンロバーナ１Ａ、１Ｂやグリルバーナ２への燃
料の供給を停止する消火処理、及び、コンロバーナ１Ａ、１Ｂやグリルバーナ２の燃焼中
において着火センサＲにて着火が検出されなくなると、上記したコンロ用器具栓１９やグ
リル用器具栓２０に装備された安全弁２４を閉じ操作して、コンロバーナ１Ａ、１Ｂやグ
リルバーナ２への燃料の供給を停止する非常停止処理を実行することになる。
【００４６】
　さらに、制御部Ｈは、コンロ用設定操作部１０の設定情報や被加熱物検出センサＳの検
出情報等に基づいて、上記したコンロ用器具栓１９に装備した電磁弁２６（図２参照）や
安全弁２４を操作して、コンロバーナ１Ａ、１Ｂに対する燃料供給量の調整やコンロバー
ナ１Ａ、１Ｂへの燃料供給を停止する自動調理処理、及び、被加熱物検出センサＳにて異
常な高温が検出されると、コンロ用器具栓１９に装備された安全弁２４を閉じ操作して、
コンロバーナ１Ａ、１Ｂへの燃料の供給を停止する異常停止処理を実行し、さらに、グリ
ル用設定操作部１１の設定情報等に基づいて、グリル用器具栓２０に装備した火力調節用
の火力調節用の電磁弁２６（図２参照）や安全弁２４を操作して、グリルバーナ２に対す
る燃料供給量の調整やグリルバーナ２に対する燃料供給を停止する自動グリル処理等の各
種の処理を実行するように構成されている。
【００４７】
　制御部Ｈが実行する自動調理処理としては、変更設定された設定時間が経過すると自動
的に消火するタイマ運転処理、被加熱物検出センサＳにて検出される温度が変更設定され
る目標温度に維持するように火力を大小に調整する揚げもの運転処理、被加熱物検出セン
サＳにて検出される温度が沸騰を検出すると消火する湯沸し運転処理、及び、運転開始か
らの時間経過に伴って火力を設定パターンにて変更させる炊飯運転処理等がある。
【００４８】
　次に、ガスコンロの詳細について説明を加えるが、一対のコンロバーナ１Ａ、１Ｂの夫
々について装備されるコンロ用器具栓１９は、同じ構造であり、かつ、グリルバーナ２に
ついて装備されるグリル用器具栓２０は、コンロ用器具栓１９と同様な構造であり、そし
て、コンロ用器具栓１９及びグリル用器具栓２０の操作構成も同様であるので、以下、左
側のコンロバーナ１Ａについて装備されるコンロ器具栓１９を代表して説明して、右側の
コンロバーナ１Ｂに対するコンロ用器具栓１９及びグリル用器具栓２０については、左側
のコンロバーナ１Ａについて装備されるコンロ器具栓１９について記載する符合と同じ符
合を図面に記載することにより、その説明を省略する。
【００４９】
　図２及び図４～図６に示すように、コンロ用器具栓１９は、本体ケーシング２２の内部
に、コンロ用操作具６Ａにて開閉操作されるメイン弁２３、閉状態に弾性付勢された電磁
操作式の安全弁２４、コンロ用火力調節具８Ａにて操作されるニードル式の流量調整弁２
５、及び、火力調節用の電磁弁２６を組み込んで構成されている。
　そして、メイン弁２３及び安全弁２４を備える本流路２８に対して、流量調整弁２５及
び電磁弁２６を備える主流路２９Ａと、小火用オリフィス２７を備える分岐流路２９Ｂと
が、並列状態で接続されており、電磁弁２６の開状態では、ガス燃料が主流路２９Ａ及び
分岐流路２９Ｂを通して流動し、電磁弁２６の閉状態では、ガス燃料が分岐流路２９Ｂを
通して流動するように構成されている。
【００５０】
　ちなみに、制御部Ｈは、自動調理処理を実行するときに、火力調節用の電磁弁２６を開
閉操作することにより、大火力状態と小火力状態とに切換えることになる。
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　そして、大火力状態における火力は、流量調整弁２５の流量調整によって変動すること
になるため、自動調理処理を実行するときには、大火力状態における火力が適正な火力と
なるように、コンロ用火力調節具８Ａにて流量調整弁２５を操作することになる。
【００５１】
　図４～図６に示すように、本体ケーシング２２は、複数の鋳造部品をそれらの間にパッ
キンを介装してボルト固定する状態に組み立てることによって構成され、そして、本体ケ
ーシング２２には、元ガス供給路１５が接続されてガス燃料が供給される導入口３０、及
び、コンロバーナ1Ａのガス混合部１ａにガス燃料を噴出するガスノズルＮ（図３参照）
に接続される導出口３１が開口されている。そして、本体ケーシング２２の内部には、導
入口３０と導出口３１とを連通接続される状態で、本流路２８、主流路２９Ａ、及び、分
岐流路２９Ｂが形成されている。
【００５２】
　本体ケーシング２２の前端側の下方箇所には、合成樹脂製の支持枠３３がビス止めされ
る状態で固着され、この支持枠３３に、合成樹脂製のスライダ３４が摺動自在に内嵌され
ている。
　このスライダ３４には、金属製のバルブロッド３５が安全弁２４を構成する弁体２４Ａ
に向けて延出される状態で固着され、このバルブロッド３５には、メイン弁２３を構成す
る弁体２３Ａが設けられている。
【００５３】
　スライダ３４と支持枠３３との間には、スライダ３４をコンロ前面側に付勢する第１コ
イルスプリング３６が介装され、メイン弁２３を構成する弁体２３Ａを閉じ側に付勢する
第２コイルスプリング３７が介装されている。
　メイン弁２３を構成する弁体２３Ａは、コンロ前面側に移動すると閉状態となり、コン
ロ背面側に移動すると開状態となるものであり、スライダ３４は、第２コイルスプリング
３７にても、コンロ前面側に付勢されることになる。
【００５４】
　コンロ用操作具６Ａが、上端側の揺動支点Ｑを中心にして、コンロ背面側に向けて押し
込み移動操作自在に枢支され、そして、その押し込み移動により、スライダ３４をコンロ
背面側に押し込み移動させるように構成されている。
　尚、コンロ用操作具６Ａは、その自重によりコンロ背面側に向けて付勢されて、スライ
ダ３４に接当する状態に維持されるように構成されている。ちなみに、右側のコンロバー
ナ１Ｂに対するコンロ用操作具６Ｂ及びグリル用操作具７についても、左側のコンロバー
ナ１Ａに対するコンロ用操作具６Ａと同様に、その自重によりコンロ背面側に向けて付勢
されて、スライダ３４に接当する状態に維持されるように構成されている
【００５５】
　スライダ３４の下面には、ほぼハート型のカム溝を備えたハートカム部材３８が取り付
けられ、支持枠３３に左右方向に揺動自在に保持されたＵ字状のピン３９の遊端部が、支
持枠３３を貫通してハートカム部材３８のカム溝に係合して、いわゆるプッシュ－プッシ
ュ機構が構成されている。
　このプッシュ－プッシュ機構は、従来公知であるため詳しい説明は省略するが、このハ
ートカム部材３８とピン３９との協働作用により、両コイルスプリング３６、３７によっ
てコンロ前面側に弾性付勢されたスライダ３４を、コンロ前面側に位置する閉位置Ａ、及
び、この閉位置Ａよりもコンロ背面側でかつコンロ背面側に最も大きく押し込んだ点火位
置Ｃよりもコンロ前面側の開位置Ｂに保持するように構成されている。
【００５６】
　説明を加えると、スライダ３４が閉位置Ａに位置保持されている状態で、コンロ用操作
具６Ａを押し込み操作して、閉位置Ａに位置保持されているスライダ３４を点火位置Ｃに
まで操作し、その後、コンロ用操作具６Ａに対する押し込み操作を解除すると、スライダ
３４が開位置Ｂに弾性復帰移動して、その開位置Ｂに位置保持されることになる。
　スライダ３４が開位置Ｂに位置する状態で、コンロ用操作具６Ａを押し込み操作するこ
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とにより、開位置Ｂに位置保持されているスライダ３４を点火位置Ｃに向けて操作し、そ
の後、コンロ用操作具６Ａ、６Ｂに対する押し込み操作を解除すると、スライダ３４が閉
位置Ａに弾性復帰移動して、その閉位置Ａに保持されることになる。
【００５７】
　また、支持枠３３の横一側部には、点火用の固定接点や安全用の固定接点などを備えた
接点板ブロックＤ（図７、図８参照）が取り付けられ、スライダ３４の摺動に伴って、ス
ライダ３４側に取り付けた可動接点が各固定接点に対する接触状態と非接触状態とに切り
換えられるように構成されている。
　この接点板ブロックＤの検出情報は、制御部Ｈに入力されて、制御部Ｈが、点火プラブ
Ｐの作動、及び、安全弁２４の作動を制御することになる。
【００５８】
　次に、コンロ用操作具６Ａの操作に基づく、コンロ用器具栓１９の作動及び制御部Ｈの
制御作動についてまとめて説明する。
　すなわち、図４に示すように、スライダ３４が閉位置Ａにあるときは、可動接点が点火
用の固定接点及び安全用の固定接点に対する非接触状態となり、そして、メイン弁２３の
弁体２３Ａが本流路２８を閉じ、且つ、安全弁２４も弾性的に閉弁されて、弁体２４Ａが
本流路２８を閉じるように構成されている。
【００５９】
　コンロバーナ１Ａを点火すべくコンロ用操作具６Ａを押し込み操作して、スライダ３４
を閉位置Ａから押し込むと、メイン弁２３の弁体２３Ａが本流路２８を開き、可動接点が
安全用の固定接点に接触する接触状態に切り換えられ、かつ、バルブロッド３５の先端が
安全弁２４の弁体２４Ａを押圧して開弁するように構成されている。
　さらに、コンロ用操作具６Ａを押し込み操作して、図５に示すように、スライダ３４を
点火位置Ｃにまで押し込むと、可動接点が点火用の固定接点に接触する接触状態に切り換
えられるので、制御部Ｈが、着火センサＲにて着火が検出されるまで点火プラグＰを作動
させる点火処理を実行し、加えて、着火センサＲにて着火が検出されると、安全弁２４を
開き状態に保持すべく、安全弁２４に通電することになる。
【００６０】
　コンロバーナ１Ａが着火したのち、コンロ用操作具６Ａの押し込み操作を解除すると、
図６に示すように、スライダ１１が開位置Ｂにまで弾性復帰してその位置に保持されるこ
とになり、可動接点が点火用固定接点に接触しない非接触状態に切り換えられる。
　この開位置Ｂにおいては、可動接点が安全用の固定接点に接触する接触状態となってい
るので、制御部Ｈは、着火センサＲにて着火が検出されているときには、安全弁２４を開
き状態に操作することになり、そして、着火センサＲにて着火が検出されないときには、
安全弁２４を閉じ状態に操作する非常停止処理を実行することになる。
【００６１】
　コンロバーナ１Ａを消火すべくコンロ用操作具６Ａを押し込み操作すると、スライダ１
１が閉位置Ａに自動復帰してその位置に保持されることになり、メイン弁２３の弁体２３
Ａが本流路２８を閉じることになる。また、この状態においては、可動接点が点火用の固
定接点及び安全用の固定接点に対する非接触状態となるので、制御手段Ｈが、安全弁２４
を閉じ状態に操作する消火処理を実行することになる。
【００６２】
　次に、コンロバーナ１Ａの火力の調整について説明する。
　図４～図６に示すように、弁体ケーシングとしての本体ケーシング２２には、その前端
部の開口から主流路２９Ａにまで至る円筒状の挿通孔４１が穿設され、この挿通孔４１の
内部に、流量調整弁２５を構成するスライド式弁体としての金属製で且つ円柱状のニード
ル４２が摺動自在に挿入されている。
　そして、ニードル２１が、挿通孔４１に対して摺動することにより、主流路２９Ａと導
出口３１とを接続する部分の開度を変更して、主流路２９Ａから導出口３１に向けて流動
するガス燃料量を調整するように構成されている。つまり、ニードル４２をコンロ前方側
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に移動させるほど、主流路２９Ａと導出口３１とを接続する部分の開度が大きくなり、主
流路２９Ａから導出口３１に向けて流動するガス燃料量が大きくなって、コンロバーナ１
Ａの火力が大きくなるように構成されている。
【００６３】
　また、火力調節用の電磁弁２６の弁体２６Ａが、本体ケーシング２２の弁座２６Ｂに対
して接当する閉じ状態と弁座２６Ｂから離れる開き状態に切換えられることにより、上述
したごとく、電磁弁２６の開状態では、ガス燃料が主流路２８Ａ及び分岐流路２９Ｂを通
して流動する大火力状態となり、電磁弁２６の閉状態では、ガス燃料が分岐流路２９Ｂを
通して流動する小火力状態となる。この電磁弁２６は、上述の如く、制御部Ｈにて操作さ
れることになる。
【００６４】
　流量調整弁２５におけるニードル４２の先端部には、このニードル４２をコンロ用火力
調節具８Ａにて摺動操作するための被操作部として、金属製の操作ピン４３が上下方向を
向く姿勢で挿入されて固定されている。
　ニードル４２がそのスライド方向に沿う軸心周りで回転自在に本体ケーシング２２に支
持され、本体ケーシング２２には、操作ピン２５をニードル４２のスライド方向に案内す
るスリット状溝４４が、本体ケーシング２２の上面から挿通孔４１にまで至り、かつ、挿
通孔４１の長手方向に沿う状態で形成されている。
　そして、操作ピン４３が、スリット状溝４４の内部を挿通して、本体ケーシング２２か
ら上方に突出する状態で位置するように構成されている。
【００６５】
　図４～図６及び図７に示すように、コンロ用火力調節具８Ａは、板材をレバー状に形成
して構成され、そして、本体ケーシング２２の上部に、上下方向に沿う揺動軸心Ｕ周りで
左右に揺動自在に枢支されている。つまり、コンロ用火力調節具８Ａが、揺動式のレバー
状に構成されている。
　そして、その火力調節具８Ａにおける揺動軸心Ｕよりもレバー先端側部分には、操作ピ
ン４３が係合するカム操作孔Ｋが形成されている。
　カム操作孔Ｋは、左右方向に伸びる円弧状で、かつ、右端側ほど揺動軸心Ｕに近づく状
態に形成されている。
　したがって、コンロ用火力調節具８Ａを右側に揺動するほど操作ピン４３がコンロ前方
側に移動されて、主流路２９Ａと導出口３１とを接続する部分の開度が大きくなり、主流
路２９Ａから導出口３１に向けて流動するガス燃料量が大きくなって、コンロバーナ１Ａ
の火力が大きくなるように構成されている。
【００６６】
　ちなみに、本実施形態では、コンロバーナ１Ａに供給するガス量を調整する往復移動式
の弁体としての、前後にスライド移動するニードル４２と、往復移動操作式の火力調節操
作具としての、左右方向に揺動操作されるコンロ用火力調節具８Ａとが、カム操作孔Ｋ及
び操作ピン４３を主要部として構成されるカム式の連係機構４５にて連係されて、コンロ
用火力調節具８Ａの左右方向の揺動操作によりニードル４２が前後にスライド移動される
ように構成されることになる。
【００６７】
　図４～図７に示すように、コンロ用火力調節具８Ａの根元側の右横側部に、点火用位置
Ｗよりも小火力側に位置するコンロ用火力調節具８Ａを点火用位置Ｗに操作するための被
操作片８ａが下方に向けて連設され、そして、スライダ３４には、点火位置Ｃに移動され
るときに被操作片８ａを係止して、コンロ用火力調節具８Ａを点火用位置Ｗに移動操作す
る操作部３４Ａが設けられている。
　ちなみに、本実施形態では、スライダ３４に設けた操作部３４Ａが、コンロバーナ1Ａ
を点火する点火用操作具としてのコンロ用操作具６Ａが点火操作されたときにコンロ用火
力調節具８Ａを点火用位置Ｗに操作する操作手段を構成することになる。
【００６８】



(13) JP 5662014 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

　したがって、コンロ用操作具６Ａを押し込み操作して、コンロバーナ１Ａを点火させる
ときに、コンロ用火力調節具８Ａが点火用位置Ｗよりも小火力側に位置する場合において
も、コンロ用火力調節具８Ａが点火用位置Ｗに操作されることになり、コンロバーナ１Ａ
の点火を良好に行えるものとなる。
　ちなみに、本実施形態の点火用位置Ｗは、最大火力位置Ｙ１よりも小火力側で、且つ、
最大火力位置Ｙ１と最小火力位置Ｙ３との中間の中火力位置Ｙ２よりも大火力側に定めら
れている。
【００６９】
　図８に示すように、コンロ用火力調節具８Ａに形成したカム操作孔Ｋにおける操作ピン
４３を流量減少側に押圧する大径側内面Ｍ１及び操作ピン４３を流量増大側に押圧する小
径側内面Ｍ２が、コンロ用火力調節具８Ａの左右方向での往復移動操作により発生する押
付け力にて操作ピン４３が押し付けられる摺動面Ｆとして機能することになる。
　また、操作ピン４３が、コンロ用火力調節具８Ａの左右方向での往復移動操作により発
生する押付け力にてカム操作孔Ｋの大径側内面Ｍ１及び小径側内面Ｍ２に押付けられた状
態でコンロ用火力調節具８Ａの往復移動操作により往復移動する可動体と機能することに
なる。
【００７０】
　そして、カム操作孔Ｋの大径側内面Ｍ１、つまり、ニードル4２を火力減少側に移動さ
せるときに操作ピン４３が摺動する火力減少側の摺動面としての大径側内面Ｍ１と、カム
操作孔Ｋの小径側内面Ｍ２、つまり、ニードル4２を火力増大側に移動させるときに操作
ピン４３が摺動する火力増大側の摺動面としての小径側内面Ｍ２とのうちの、大径側内面
Ｍ１におけるコンロ用火力調節具８Ａが火力調節用移動範囲の特定位置に位置するときに
操作ピン４３が位置する箇所に、操作ピン４３が入り込むことによりクリック感を付与す
るクリック感付与用の凹部Ｚが設けられている。
　本実施形態では、コンロ用火力調節具８Ａが火力調節用移動範囲の特定位置に位置する
ときとして、コンロ用火力調節具８Ａが中火力位置Ｙ２に位置するときに定めて、図８（
ａ）に示すように、コンロ用操作具６Ａを操作してコンロバーナ１Ａを点火させたのちに
おいて、図８（ｂ）に示すように、点火位置Ｗに位置するコンロ用火力調節具８Ａを中火
力位置Ｙ２に操作することを、クリック感を付与することで適切に行えるようにしてある
。
【００７１】
　つまり、上述した自動調理処理のひとつとしての炊飯運転処理においては、制御部Ｈが
、火力調節用の電磁弁２６を開閉操作することにより、大火力状態と小火力状態とに切換
えることになり、そして、炊飯運転処理においては、大火力状態における火力は、火力調
節範囲の中火力が望ましいものである。
　このため炊飯運転処理を行うときには、コンロ用操作具６Ａを操作してコンロバーナ１
Ａを点火させた状態において、点火位置Ｗに位置するコンロ用火力調節具８Ａを中火力位
置Ｙ２に操作することになるが、このように点火位置Ｗに位置するコンロ用火力調節具８
Ａを中火力位置Ｙ２に操作することが、クリック感が付与されることで適切に行えるもの
となる。
【００７２】
　ところで、本実施形態のコンロ用器具栓１９には、図２に示すように、主流路２９Ａの
電磁弁２６を装備する部分と並列する状態で追加流路２９Ｃが設けられ、図１０及び図１
１に示すように、この追加流路２９Ｃを開閉する追加電磁弁４７が本体ケーシング２２に
装着自在に構成され、また、追加流路２９Ｃは、中火用オリフィス４８が装着自在に構成
されている。
　そして、本実施形態においては、図２及び図４～図６に示すように、追加電磁弁４７の
取り付け座を閉じる蓋体４９が本体ケーシング２２に装着され、追加流路２９Ｃには、こ
れを閉じる閉止体５０が装着されている。
【００７３】
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　説明を加えると、図１０及び図１１に示すように、追加電磁弁４７を装着し、且つ、中
火用オリフィス４８を装着した状態においては、電磁弁２６及び追加電磁４７を開いた状
態にして、流量調整弁２５にて流量を調整する形態、電磁弁２６を閉じかつ追加電磁４７
を開いた状態において、流量調整弁２５を最大流量に操作して、中火用オリフィス４８に
て流量を規制する形態、及び、電磁弁２６及び追加電磁４７を閉じた状態にして、小火用
オリフィス２７にて流量を規制する形態を選択できることになり、本願発明を実施する際
において、追加電磁弁４７を装着し、且つ、中火用オリフィス４８を装着して、コンロバ
ーナ１Ａの火力を調整してもよい。
【００７４】
　また、図１２及び図１３に示すように、追加電磁弁４７を装着し、且つ、中火用オリフ
ィス４８を装着し、加えて、小火用オリフィス２７に代えて、分岐流路２９Ｂを閉じる閉
止体５１を装着した状態においては、電磁弁２６及び追加電磁４７を開いた状態にして、
流量調整弁２５にて流量を調整する形態、電磁弁２６を閉じかつ追加電磁４７を開いた状
態において、流量調整弁２５を最大流量に操作して、中火用オリフィス４８にて流量を規
制する形態を選択できることになり、本願発明を実施する際に、追加電磁弁４７を装着し
、且つ、中火用オリフィス４８を装着し、加えて、火火用オリフィス２７に代えて、分岐
流路２９Ｂを閉じる閉止体５１を装着して、コンロバーナ１Ａの火力を調整してもよい。
【００７５】
　〔別実施形態〕
（１）上記実施形態では、コンロ用火力調節具８Ａの左右方向での往復移動操作により発
生する押付け力にて操作ピン４３が押し付けられる摺動面Ｆとしての、コンロ用火力調節
具８Ａに形成したカム操作孔Ｋにおける操作ピン４３を流量減少側に押圧する大径側内面
Ｍ１及び操作ピン４３を流量増大側に押圧する小径側内面Ｍ２のうちの、大径側内面Ｍ１
に、クリック感付与用の凹部Ｚを形成する場合を例示したが、小径側内面Ｍ２にも、クリ
ック感付与用の凹部Ｚを形成してもよい。
【００７６】
（２）上記実施形態では、コンロ用火力調節具８Ａを中火力位置Ｙ２に操作するときにク
リック感付与用の凹部Ｚが作用する場合を例示したが、中火力位置Ｙ２以外の種々の位置
に対応してクリック感付与用の凹部Ｚを設けるようにしても良い。
　また、クリック感付与用の凹部Ｚは、種々の位置の夫々に設ける形態で、複数設けるよ
うにしても良い。
【００７７】
（３）上記実施形態では、コンロ用火力調節具８Ａの左右方向での往復移動操作により発
生する押付け力にて操作ピン４３が押し付けられる摺動面Ｆとして、コンロ用火力調節具
８Ａに形成したカム操作孔Ｋにおける操作ピン４３を流量減少側に押圧する大径側内面Ｍ
１及び操作ピン４３を流量増大側に押圧する小径側内面Ｍ２を用いる場合を例示したが、
摺動面Ｆとしは、種々のものを用いることができる。
【００７８】
　例えば、図１４に示すように、本体ケーシング２２に形成したスリット状溝４４におけ
る流量減少側に操作される操作ピン４３が押圧する流量減少側内面Ｌ１、つまり、ニード
ル4２を火力減少側に移動させるときに操作ピン４３が摺動する火力減少側の摺動面とし
ての流量減少側内面Ｌ１、及び、スリット状溝４４における流量増大側に操作される操作
ピン４３が押圧する流量増大側内面Ｌ２、つまり、ニードル4２を火力増大側に移動させ
るときに操作ピン４３が摺動する火力増大側の摺動面としての流量増大側内面Ｌ２を、コ
ンロ用火力調節具８Ａの左右方向での往復移動操作により発生する押付け力にて操作ピン
４３が押し付けられる摺動面Ｆとして用いることができる。
【００７９】
　ちなみに、図１４においては、上記実施形態と同様に、ニードル4２を火力減少側に移
動させるときに操作ピン４３が摺動する流量減少側内面Ｌ１に、コンロ用火力調節具８Ａ
が中火力位置Ｙ２に位置するときにクリック感を付与すべく、クリック感付与用の凹部Ｚ
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【００８０】
（４）上記実施形態では、コンロ用火力調節具８Ａの左右方向での往復移動操作により発
生する押付け力にて摺動面Ｆに押付けられ状態でコンロ用火力調節具８Ａの往復移動操作
により往復移動する可動体が、操作ピン４３である場合を例示したが、カム式連係機構４
５の構成が変化すれば、その変化に伴って種々の形態の可動体が現れるものであり、その
可動体に対応する摺動面に対してクリック感付与用の凹部を形成できる。
【００８１】
（５）上記実施形態では、ガス燃焼機器として、コンロバーナとグリルバーナとを備えた
コンロを例示したが、本願発明は、グリルバーナを備えないコンロに適用する等、種々の
ガス燃焼機器に適用することができる。
【符号の説明】
【００８２】
　１Ａ　　バーナ
　８Ａ　　火力調節操作具
　２２　　弁体ケーシング
　３４Ａ　操作手段
　４２　　弁体
　４３　　可動体（被操作ピン）
　４４　　スリット溝
　４５　　カム式連係機構
　Ｆ　　　摺動面
　Ｋ　　　カム操作孔
　Ｌ１　　火力減少側の摺動面
　Ｌ２　　火力増大側の摺動面
　Ｍ１　　火力減少側の摺動面
　Ｍ２　　火力増大側の摺動面
　Ｗ　　　点火用位置
　Ｙ２　　特定位置
　Ｚ　　　クリック感付与用凹部
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